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１【提出理由】

2026年６月26日開催の当社第84期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のである。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

　１．期末配当に関する事項

　　　当社普通株式１株につき金124円

　２．剰余金の処分に関する事項

　　(1) 増加する剰余金の項目及びその額

　　　　別途積立金　　　　7,700,000,000円

　　(2) 減少する剰余金の項目及びその額

　　　　繰越利益剰余金　　7,700,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、安田一成氏、谷山雅昭氏、外川友司氏、松井克彦氏、

加藤　修氏及び玉木伸明氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、水上　渉氏、川俣尚高氏、近藤邦弘氏及び細萱伸子氏を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案 544,964 254 270 (注)１ 可決 (99.90％)

第２号議案    

(注)２

  

安田　一成 508,717 36,401 363 可決 (93.26％)

谷山　雅昭 540,893 4,318 270 可決 (99.16％)

外川　友司 542,173 3,043 270 可決 (99.39％)

松井　克彦 541,923 3,293 270 可決 (99.35％)

加藤　　修 450,085 95,131 270 可決 (82.51％)

玉木　伸明 521,537 23,679 270 可決 (95.61％)

第３号議案    

(注)２

  

水上　　渉 536,740 8,474 270 可決 (98.40％)

川俣　尚高 544,494 723 270 可決 (99.82％)

近藤　邦弘 503,524 41,691 270 可決 (92.31％)

細萱　伸子 545,003 215 270 可決 (99.91％)
 

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成である。

３．賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主(本総会前日までの事前行使分及び当日出席)の議決権の数

のうち、賛成の確認ができた議決権の数の割合である。

４．細萱伸子氏の戸籍上の氏名は、水上伸子である。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の各議案の賛成の確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可

決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した。このため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していない。
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